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１．事業内容                                 

合併前の旧市町村ごと（平戸地区、田平地区、生月地区、大島地区）に予算を配分。

地域の特性を生かしたまちづくり事業を企画・実施する市内の非営利団体等に対し補

助金を交付します。 

 

２．補助額及び対象となる経費                         

 １団体あたり100万円を限度に補助します。対象となる経費については下記の表の

とおりで10/10以内とします（段階的に設定）。 

項目 内      容 補助率 

謝金 

講師、指導者、助言者への謝礼金や活動協力への謝礼金等 

※市が定める基準額の範囲で教授等 5,000円以内（1時間あたり）、教論等

4,000円以内（1時間あたり）、その他3,000円以内(1時間あたり)とする。

ただし、有名人及び専門家の場合は、300,000円を限度とする。 

10/10以内 

旅費 

外部から招く講師、指導者、助言者、補助者の活動場所までの交通費や宿泊

費の実費等、先進事例調査のための旅費 

※交通費及び宿泊費は、平戸市職員旅費支給条例（平成 17年平戸市条例第

45号）別表第１の旅費額に準じるものとする。 

10/10以内 

（先進地調

査1/2以内） 

消耗品費 事業実施に必要な資料、活動資料、啓発・周知等の用紙代、材料代等 1/2以内 

印刷製本費 
参加募集の案内、広報ポスター、事業実施に必要な資料、活動報告書、パン

フレットなどのコピー費や冊子作成のための印刷製本費等 
1/2以内 

食糧費 
事業を実施するために必要不可欠と認められる食糧費（事業を実施する際の

運営又は参加者に対しての食事代は除く。） 
1/2以内 

燃料費 事業実施に必要な燃料等 1/2以内 

使用料及び

賃借料 

会議室、施設、器具等の使用料やバス等の借上料（団体等が自ら所有してい

る施設等を除く。） 

10/10以内 

（先進地調

査1/2以内） 

人件費 
対象事業にかかる人件費、臨時雇い賃金等（事業に直接関わる業務に対し、

必要最低限の範囲） ※市が定める基準額の範囲内とする。 
10/10以内 

通信運搬費 
募集案内、会議資料、活動資料、事業実施に必要な資材料等を送付するため

の郵送料や宅配便料等 
1/2以内 

保険料 事業実施に必要な行事保険、講師・指導者が加入する損害賠償保険等 10/10以内 

原材料費 事業実施に必要な材料代 10/10以内 

その他 その他、事業の実施に必要な経費 1/2以内 

※事業実施団体の備品等財産の取得を目的としていないこと。ただし、事業に必要な簡易な備品の取得は

可とします。 
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３．交付団体用件                               

  補助を受けようとする市内の団体の要件については、次のとおりです。 

①宗教・政治・営利を目的としない市内に住所を有する５人以上で組織された団体

で、特定非営利活動促進法第２条に規定する活動を行っており、年間の活動計画

が明確である団体。ただし、営利団体であっても実施する事業内容が公益的かつ

不特定多数のものの利益に資する場合は申請ができます。 

②申請団体が既存団体の下部組織であった場合は、申請事業において上部組織から

補助を受けていない団体が対象となります。 

 ※交付団体は、公金を扱うこととなることを自覚し、事業の申請及び実施にあたっ

ては十分注意して行動していただきますようお願いいたします。 

 

４．補助金交付申請書類の提出について                    

 ①申請書類の様式はＡ4縦綴りとして下さい。 

 

 ②添付資料及び部数等 

  (１)平戸市地域コミュニティ活動推進事業補助金交付申請書 

  (２)事業計画書（様式第１号） 

  (３)収支予算書（様式第２号）                  各１部 

  (４)その他事業に要する見積書及び市長が必要と認める書類 

  (５)同意書 

 

   ※事業内容の詳細・団体の年間活動計画・団体の会則等についても併せて添付

して下さい。 

   ※都合により補助金の交付決定前に事業を実施する場合は早期着手予定調書

（様式第３号）も併せて提出して下さい。 

 

 ③申請書類は、上記②で表示しているように(１)～(５)の順として下さい。 

 

④記入例に示している記入箇所等は●印で表示しておりますので、必ず記入をお願

いします。 
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平成●●年●●月●●日 

 
 
 
 平戸市長  様 
 
 
 
                 住   所 ●●●●●●●●●●     

   
                 組織団体名  ●●●●●●●        

   
        氏   名 代表  ●●●●●       ㊞    

 
 

平成●●年度平戸市地域コミュニティ活動推進事業補助金交付申請書 
 
 平成●●年度平戸市地域コミュニティ活動推進事業について、●●●●●円を交付

されるよう平戸市補助金等交付規則第４条の規定により、次の関係書類を添えて申請

します。 
 
 
 
（関係書類） 
（１）事業計画書（様式第１号） 
（２）収支予算書（様式第２号） 
（３）事業に要する経費見積書 
（４）その他市長が必要と認める書類 
 
 
 

収支予算書における

市補助金額と同金額

を記入して下さい。 
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様式第１号 

 

平戸市地域コミュニティ活動推進事業計画（実績報告）書 
 

平成●●年●●月●●日   

  平戸市長  様 

                    住  所 ●●●●●●●●                

団 体 名 ●●●●●● 

代表者名 代表 ●● ●● 印 

 

活 動 地 域 ●●地区 ※審査の可否 １ 可   ２ 否 

事 業 名 ●●●●事業 

目 的 

● 

事 業 内 容 

● 

事 業 実 施 期 間 ●●年●●月●●日 ～ ●●年●●月●●日 

氏    名 住     所 性別 年齢 活動年数 

●● ●● ●●● ● ● ●● 

     

     
     

     

     

会
員
住
所
氏
名
等 

     

期待される効果 

●  

活動（成果）指標 目標 ●●● 実績  

  添付書類 収支予算（精算）書 

 （個人情報の取扱いについて） 

  ※この計画（実績報告）書により収集した個人情報は、当該事務にのみ利用するものとし、それ

以外の目的に利用しません。 

事業を行うにあたっての目的を明確に記入して下さ

い。 

どのような内容を行うのか記入して下さい。 

＊さらに、別紙に具体的な資料を添付して下さい 

事業を実施することで、ど

のような効果があるのか具

体的に記入して下さい。 

活動内容を数値化して目標

数値を記入して下さい。（例：

イベント参加者数など） 
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様式第２号 

 

平戸市地域コミュニティ活動推進事業収支予算（精算）書 

 

区   別 本年度予算額 
本年度精算額 

比 較 増 減 備    考 

市 補 助 金 ●  ●  

自己負担金 ●  ●  

そ の 他 ●  ●  

計 ●  Ａ  ●  Ｃ  

 

 

 （支出の部） 

区   別 本年度予算額 本年度精算額 比 較 増 減 備    考 

謝金 ●  ● 
東京都千代田区 

●● ●●氏 

旅費 ●  ● 
東京～平戸 

1 名×●●円 

●●●費 ●  ●  

●●●費 ●  ●  

     

計 ●  ａ  ●  ｃ  

 

※ 事業を実施するのに的確な項目をそれぞれ積算すること。 

※ 支出の部は、見積書等がある場合、その額と合致した金額を記入すること。 

※  収支合計額ＡＣとａｃはそれぞれ合致すること。 

P1 の補助率（対象とな

る経費）にて算出した額 

備考欄には、予

算額の根拠や内

訳等を費目ごと

に出来るだけ詳

しく記入して下

さい。また、参

考となる資料等

があれば添付し

て下さい。 
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○収支予算書記入要領 
 

１．＜収入の部＞ 

(１)市補助金 

 P１の補助率（対象となる経費）にて算出した額を記入して下さい。 

（例：謝金5,000円、消耗品30,000円、会場借上料3,000円かかる場合、謝金5,000

円×10/10、消耗品30,000円×1/2、会場借上料3,000円×10/10で計算し、市補助

金額は、23,000円となります。） 

 

(２)自己負担金 

  会費など団体等で負担する額を記入して下さい。 

 

(３)その他 

  物販の収入・寄付金・謝礼金等その他の収入を記入して下さい。 

 

２．＜支出の部＞ 

 補助の対象となる経費は、事業ごとに異なります。また、団体が事業を実施するた

めの経費を費目ごとに整理し、単価あるいは根拠をもとにして、次のように分けて記

入して下さい。 

 

（１）謝金（補助率：10/10以内） 

団体が専門家を招いて研修会や講演会を行う場合に要する経費など、団体が行う

活動に協力してくれた人に支払う経費。市が定める１時間あたりの基準額（教授

等：5,000円以内、教諭等：4,000円以内、その他：3,000円以内）で積算して下さ

い。例えば、大学の教授を招聘し、2時間講演してもらう場合、２時間×5,000円＝

10,000円となります。 

なお、有名人などの場合は、総額 300,000円を限度として謝金を支払うことが

可能です。 

※だれを頼むのか、何回（人）なのか等を記載して下さい。 

 

（２）旅費（補助率：10/10以内、ただし、先進地調査の場合は、1/2以内） 

・交通費 
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平戸市職員支給条例に準じ、最も経済的な通常の経路及び方法によるものとし、摘

要欄には目的地までの経路を必ず記入して、航空機代、鉄道代などや自家用車で講師

が来られる場合の有料道路代や駐車場代等も含めて交通費として記入して下さい。 

 ・宿泊費 

平戸市職員旅費支給条例別表の欄に相当するもので、県外10,900円、県内9,800円を

上限とします。 

※どこからどこまで、何人か等を記載して下さい。 

 

（３）消耗品費（補助率：1/2以内） 

事業実施に必要な消耗品、活動資料の購入費や団体活動の啓発・周知等のための

消耗品代など。なお、事業に必要な簡易な備品（購入費10万円以下相当）を購入し

た経費も含めて消耗品代として下さい。 

※数量及び単価等を記載して下さい。 

 

 

（４）印刷製本費（補助率：1/2以内） 

参加募集の案内、広報ポスター、事業実施に必要な資料、活動報告書、パンフレ

ットなどのコピー費や冊子作成のための印刷製本費 

※必要部数及び単価等を記載して下さい。 

 

（５）食糧費（補助率：1/2以内） 

事業を実施するために必要不可欠と認められる食糧費（事業実施後の打ち上げ経

費や参加者に対しての食事代は除く） 

※必要人数（個数）や単価等を記載して下さい。 

 

（６）燃料費（補助率：1/2以内） 

事業実施に必要なガソリン代等の燃料費 

※数量や単価等を記載して下さい。 

 

（７）使用料及び賃借料（補助率：10/10以内、ただし、先進地調査の場合は、1/2以内） 

  会議室、施設、器具等の使用料やバス等の借上料（団体等が自ら所有している施
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設等を除く） 

 

（８）人件費（補助率：10/10以内） 

対象事業にかかる人件費、臨時雇い賃金等（事業に直接関わる業務に対し、必要

最低限の範囲） 

  ※市が定める基準額の範囲内（一般事務補助：１日あたり5,500円以内、パート：

１時間あたり700円）を上限とします。 

 

（９）通信運搬費（補助率：1/2以内） 

募集案内、会議資料、活動資料、事業実施に必要な資材料等を送付するための郵

送料や宅配便料等 

※単価及び枚数等を記載して下さい。 

 

（10）保険料（補助率：10/10以内） 

  事業実施に必要な行事保険、講師・指導者が加入する損害賠償保険等 

  ※根拠となる数量や単価等を記載して下さい。 

 

（11）原材料費（補助率：10/10以内） 

  事業実施に必要な材料代 

※単価及び数量等を記載して下さい。 

 

（12）その他（補助率：1/2以内） 

  その他、事業の実施に必要な経費 

  ※根拠となる数量や単価等を記載して下さい。 

 

○次に掲げる経費については、補助金の対象となりません。 

①団体運営に関する水光熱費などの経常的な経費 

②団体構成員による会合などの飲食費 

③団体構成員に対する人件費、謝礼など 

④団体の財産取得（高価な備品など）を目的とした経費 

⑤他の団体への金銭的補助を目的とした経費 
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同 意 書 

 

 

 

平戸市地域コミュニティ活動推進事業補助金の申請に際し、市が当該事務の為、当

団体若しくは当団体会員の住所及び市税等を調査することに同意します。 

 

 

 

平成●●年●●月●●日 
 
 
 

団体等住所  ●●●●●●●●●●       
 

団 体 名 等  ●●●●●●●●●●       
 

代 表 者 名  ●● ●●          ㊞ 
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様式第３号 

 

平戸市地域コミュニティ活動推進事業早期着手予定調書 

 

 

 下記のとおり事業の早期着手をしたいので、次の条件について同意のうえ、早期着

手予定調書を提出します。 

  （条件） 

 １ 当該事業については、市からの補助金交付がない場合においても異議はない。 

 ２ 補助金交付決定を受けた補助金額等が交付申請額又は交付申請予定額に達し

ない場合においても、異議はない。 

 ３ 補助金交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の理由によって、実施し

た事業に損失を生じた場合、これらの損失は事業主体が負担するものとする。 

 ４ 当該事業については、着工から補助金交付決定を受ける期間内においては、計

画変更は行わない。 

 

記 

事 業 名  ●●●●事業 

予定事業期間 平成●●年●●月●●日 ～ 平成●●年●●月●●日    

事 業 費 市 補 助 金 自 己 負 担 金 そ の 他 事 業 費 内 訳 

（単位：千円） ● ● ● ● 

早期着手理由 
 

 

● 

 

補助金の交付決定

を受ける前に事業を

実施しなければなら

ない理由を詳細に記

入して下さい。 

事業費内訳につい

ては、収支予算書と

合致した金額を千

円単位で記入して

下さい。 
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作 成 例 
 
 

活動計画書 

 
○目  的  ●  

 

 
 
○主な活動  ●  

 

 
 
 
○今後の活動計画  
平成●●年度   ●●●  
 
平成●●年度   ●●● 
 
平成●●年度  ●●● 

 
 
 
○団体の設立の経緯 
 ●  
 
 
 
 
○将来的なビジョン 
 ●  
 

団体の活動目的を明確に記入して下さい。 

団体が行う主な活動内容を具体的に記入し

て下さい。 

補助申請を行う事業も含め、団体が行

う事業内容を申請を行う年度から順に

次年度以降も簡単に記入（箇条書きで

も結構です。）して下さい。 

団体を設立するに至った経緯等を具体

的に記入して下さい。 

団体が活動を通して、活動の幅や団体

のあり方を将来どのようにしていきたい

のかを具体的に記入して下さい。 

この活動計画書は申請団体がどうい

う団体で、どのような活動を行ってい

る（行う）団体なのかを記載していた

だくものです。 

あくまでも作成例としていますので、

様式は自由です。 
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５．申請受付・問い合わせ先                          

 事業内容のご相談や申請書の書き方など不明な点がございましたら、お気軽に下記

へご連絡下さい。 

 

平戸地区：企画課地域協働推進室 地域協働推進班（TEL 22-4111 内線 2333） 

生月地区：生月支所 市民協働課地域協働班   （TEL 53-2111 内線 4113） 

田平地区：田平支所 市民協働課地域協働班   （TEL 57-1111 内線 5113） 

大島地区：大島支所 市民協働課地域協働班   （TEL 55-2511 内線 6113） 


